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四 

非
加
熱
製
剤
は
製
造
実
績
、
輸
入
実
績
の
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
七
年
四
月
ま
で
に
全
て
輸
入
、
製
造
の
廃 

三 

改
め
て
聞
く
が
現
時
点
で
一
九
八
五
年
当
時
の
非
加
熱
製
剤
は
薬
事
法
第
五
六
条
第
六
号
の
医
薬
品
と
認
め
る
の
か
或
い

は
認
め
な
い
の
か
。
認
め
な
い
の
な
ら
そ
の
理
由
。 

一 
薬
事
法
第
五
六
条
第
六
号
に
あ
る
「
病
原
微
生
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
、
又
は
汚
染
さ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
医
薬
品
」

に
つ
い
て
。 

二 

一
九
八
五
年
五
月
に
三
人
の
血
友
病
患
者
の
エ
イ
ズ
認
定
を
厚
生
省
が
行
っ
た
時
、
当
時
の
松
村
課
長
は
「
加
熱
す
れ
ば

ほ
と
ん
ど
完
全
に
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
を
死
滅
さ
せ
ら
れ
る
の
で
、
加
熱
製
剤
が
い
き
わ
た
れ
ば
血
友
病
患
者
か
ら
エ
イ
ズ
が

発
生
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
と
思
う
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
新
聞
に
出
し
て
い
る
が
、
一
九
八
五
年
当
時
松
村
生
物
製
剤
課
長

が
間
接
的
な
が
ら
非
加
熱
製
剤
が
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
認
識
を
示
し
て
い
る
事
は
、
厚
生
省
と
し
て
一
九

八
五
年
の
五
月
時
点
で
非
加
熱
製
剤
は
薬
事
法
第
五
六
条
第
六
号
の
医
薬
品
と
認
識
し
て
い
た
と
理
解
し
て
よ
い
か
。 

各
製
薬
会
社
か
ら
昭
和
六
一
年
・
六
二
年
自
主
的
に
製
造
輸
入
の
廃
止
届
を
出
さ
れ
た
非
加
熱
製
剤
は
、
薬
事
法
第
五
六

条
第
六
号
に
規
定
し
て
い
る
医
薬
品
に
当
て
は
ま
る
の
か
厚
生
省
と
し
て
の
見
解
を
聞
く
。 
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四 

止
届
が
出
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
一
九
八
五
年
八
月
の
加
熱
製
剤
販
売
開
始
時
点
で
、
非
加
熱
製
剤
が
出
回
っ
て
い
た
量
及

び
回
収
対
象
と
な
る
量
は
ど
の
く
ら
い
と
把
握
及
び
認
識
し
て
い
た
か
。 

五 

一
九
八
五
年
の
加
熱
製
剤
販
売
開
始
時
点
で
、
当
時
の
加
熱
製
剤
の
供
給
能
力
量
は
ど
の
く
ら
い
だ
と
認
識
し
て
い
た 

か
。 

六 

一
九
八
五
年
当
時
、
加
熱
で
あ
れ
非
加
熱
で
あ
れ
、
全
国
の
血
友
病
患
者
が
必
要
と
す
る
製
剤
は
ど
の
く
ら
い
必
要
だ
っ

た
の
か
、
患
者
数
と
だ
い
た
い
の
必
要
数
量
を
教
え
て
ほ
し
い
。 

右
質
問
す
る
。 


